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食品ロス削減総合対策事業のうち食品ロス削減等推進事業 

実施要領 

 

制定 令和５年３月29日４新食第2840号 

一部改正 令和５年９月15日５新食第1478号 

一部改正 令和６年３月29日５新食第3126号 

一部改正 令和７年３月25日６新食第2476号 

農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知 

 

 

第１ 通則 

食品ロス削減総合対策事業のうち食品ロス削減等推進事業（以下「本事業」

という。）の実施については、食品ロス削減総合対策事業のうち食品ロス削減

等推進事業補助金交付等要綱（令和５年３月29日付け４新食第2732号農林水

産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）に定めるもののほか、本要領の

定めるところによるものとする。 

 

第２ 補助事業者 

１ 補助事業者は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民

間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特

定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、学校法

人、公社、社会福祉法人、社会福祉協議会又は法人格を有さない団体で農林

水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）（以下「総括審議官」とい

う。）が特に必要と認める団体（以下「特認団体」という。）から、公募に

より選定された団体とする。 

２ 特認団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）主たる事務所の定めがあること。 

（２）代表者の定めがあること。 

（３）定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。 

（４）年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されているこ

と。 

３ 特認団体の申請をする団体は、要綱第５第１項により交付申請書を提出

する際、別記様式第１号（特認団体承認申請書）を併せて総括審議官に提出

して、その承認を受けるものとする。 

 

第３ 事業の内容等 

事業の内容は、別表の事業内容欄に掲げるとおりとし、補助対象経費は、別
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附 則（令和７年３月25日６新食第2476号） 

１ この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の本要領により実施した事業については、なお従前

の例による。 
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